
八千代市総合評価一般競争入札試行実施要領対照表 

現行要領（八千代市総合評価一般競争入札試行実施要領） 作成要領（案／八千代市新庁舎建設工事総合評価一般競争入札実施要領） 

（趣旨） 

第１条 この要領は，八千代市が発注する建設工事において，地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２の規定により，価格その他

の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする

競争入札方式（以下「総合評価方式」という。）の試行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 総合評価方式の対象とする建設工事は，入札参加者が提示する施工計

画，同種・類似工事の施工実績及び工事成績等の入札価格以外の要素と入札価

格を総合的に評価することが適当と認められるものから選定するものとする。 

２ 対象工事を決定するときは八千代市競争入札等業者選定審査会（以下「審査

会」という。）において審査するものとする。 

 

（学識経験者への意見聴取） 

第３条 落札者決定基準を定めようとするときは，学識経験者２名以上から意見

を聴かなければならない。 

２ 前項の規定による意見聴取において，併せて，当該落札者決定基準に基づい

て落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかにつ

いて意見を聴くものとする。 

３ 前項において，改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に

は，当該落札者を決定しようとするときに，あらかじめ，学識経験者から意見

を聴かなければならない。 

 

（入札参加者への通知） 

第４条 市長は，総合評価一般競争入札を行うときは，八千代市財務規則（平成

８年３月２９日規則第１５号）第１２６条に規定するもののほか，次の各号に

（趣旨） 

第１条 この要領は，八千代市（以下「市」という。）が発注する八千代市新

庁舎建設工事に係る総合評価一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」と

いう）の実施に関する事務取扱いについて，法令及び他の要綱・要領等に定め

るもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において総合評価一般競争入札とは，地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１０の２の規

定に基づき，価格のほかに，価格以外の技術的な要素等（以下「技術提案等」

という。）を総合的に評価し，市にとって最も有利なものをもって申込みをし

た者を落札者とする一般競争入札をいう。  

 

（評価方式，評価項目，配点及び評価基準の設定） 

第３条 価格提案に対する評価方式，価格以外の要素として評価する項目（以

下「評価項目」という。）配点及び評価基準（以下これらを「落札者決定基準」

という。）は，学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）２名以上

を含む八千代市新庁舎建設工事技術審査会（以下「技術審査会」という。）を

設置し，審査を経て決定するものとする。この場合，技術審査会は自ら設定し

た落札者決定基準に則り，入札参加者から提出された技術提案等についての審

査を行うものとする。 

 

（学識経験者への意見聴取） 

第４条 前条で規定する技術審査会の審査をもって施行令第167条の10の2第

4項及び第5項並びに地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）第12

条の4に規定する学識経験者への意見聴取をおこなったものとみなす。 

（入札参加者への通知） 

参考資料１ 



掲げる事項を公告しなければならない。 

（１）総合評価の方式及び落札者の決定方法 

（２）総合評価に必要な施工計画等資料の提出に関すること 

（３）入札者及び配置予定技術者に対し，必要に応じ提出された施工計画等資

料の内容について，聴き取りを行う旨 

（４）施工計画等を求める場合，資料に記載された施工計画が履行できなかっ

た場合等の措置 

（５）総合評価に関する審査結果が公表されること 

（６）その他市長が必要と認める事項 

 

（施工計画等の提出） 

第５条 総合評価方式による入札に参加しようとする者は，発注する建設工事ご

とに次の各号に掲げる事項のうち，指定された内容を記載した施工計画等を市

長に提出するものと 

する。 

（１）工事の現場状況などを踏まえ適切かつ確実に施工する能力の程度に関す

る施工計画 等に係る事項 

（２）同種工事や類似工事の施工実績や工事成績，配置予定技術者の施工経験

等の当該企業の施工能力に係る事項 

（３）その他，評価項目について審査及び評価するために市長が必要と認める

事項 

２ 施工計画等の作成に要する費用は，入札参加者の負担とする。 

 

（落札者決定基準） 

第６条 落札者決定基準は，評価基準，評価の方法その他の基準とする。 

 

 

（評価基準） 

第７条 前条の評価基準は，次の各号に定める項目によるものとする。 

第５条 総合評価一般競争入札を行うときは，八千代市財務規則（平成８年３

月２９日規則第１５号）第１２６条に規定するもののほか，次の各号に掲げる

事項を公告しなければならない。 

（１）総合評価一般競争入札による旨 

（２）評価項目及びその内容 

（３）評価項目ごとの評価基準 

（４）落札者の決定方法 

（５）入札参加者に求める技術提案等の内容，提出方法及び提出期間 

（６）その他総合評価一般競争入札を行うために市長が必要であると認める事

項 

 

（落札者の決定） 

第６条 落札者の決定は，次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち，技

術審査会で決める評価値の最も高い者を落札者として決定するものとする。 

（１） 入札価格が予定価格を超えていないこと。 

（２） 入札価格が八千代市低入札価格調査実施要領（平成２１年１１月１３日

施行。以下「低入札価格調査実施要領」という。）に規定する調査基準価格を

下回っている場合は，低入札価格調査委員会の調査の結果，契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められていないこと。 

（３）入札価格が，低入札価格調査実施要領に規定する失格判定基準価格を下

回っていないこと。 

２ 落札者となるべき同評価値の者が２者以上あるときは，くじにより落札者

を決定するものとする。なお，調査基準価格に満たない価格において，落札者

となるべき同評価値の者が２者以上あるときは，くじにより順位を確定させた

後，第１順位者に対して低入札価格調査を実施する。 

 

 

（技術提案資料） 

第７条 入札参加希望者は，市が指定した日までに，技術提案資料（企業の施



（１）評価項目 評価項目は，総合評価方式のタイプ並びに工事の目的及び内容

により必 

要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。 

（２）加算点 評価項目ごとの得点の合計を加算点とし，当該加算点は１０点か

ら３０点までの範囲内で定めるものとする。 

（３）得点配分 各評価項目に対する得点配分は，その必要度又は重要度に応じ

て定めるものとする。 

 

（評価の方法） 

第８条 総合評価方式による評価の方法は，標準点を１００点とし，前条第１項

第２号で算出した加算点を加えたものを技術評価点とし，当該入札者の入札価

格で除して得た数値（以下「評価値」という。）をもって行うものとする。 

 

（落札者の決定） 

第９条 落札者の決定は，評価値の最も高い者を落札者とするものとする。 

２ 落札となるべき同評価値の者が二人以上あるときは，くじにより落札者を決

定するものとする。 

 

（入札結果の公表） 

第１０条 市長は，総合評価方式により落札者を決定したときは，八千代市入札

結果等公表事務取扱要領に定めるもののほか，評価項目，得点配分，加算点，

技術評価点，評価値について公表するものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定めるものと

する。 

附則 

この要領は，平成２１年１１月１３日から施行する。 

工能力に係る資料及び配置予定技術者の能力が分かる資料等をいう。以下同

じ。）を提出するものとする。 

２ 提出された技術提案資料は返却しない。また，提出された技術提案資料の

訂正及び差替えは認めない。 

 

（技術提案等の取扱い） 

第８条 入札参加者より提出された技術提案資料は、入札参加者の資格の審査

及び評価項目の審査の目的以外の目的に利用してはならない。ただし、技術提

案資料を提出した者が当該目的以外の利用について承諾したときは、この限り

ではない。 

２ 技術提案等については，以後の工事においてその内容が一般的に使用され

ている状態となった場合は，発注者は無償で使用できるものとする。ただし，

工業所有権等の排他的権利を有する提案については，この限りでない。 

 

（技術提案資料の作成費用） 

第９条 技術提案資料の作成に要する費用は，入札参加者の負担とする。 

 

（予定価格の公表） 

第１０条 予定価格は新庁舎建設工事を公告した日から公表するものとする。 

 

（適用除外） 

第１１条 この要領の施行にあたり，八千代市総合評価一般競争入札方式施行

実施要領（平成２１年１１月１３日施行）及び八千代市入札結果等公表事務取

扱要領（平成28年4月1日施行）の規定は適用しない。 

 

 

（入札結果の公表） 

第１２条 総合評価一般競争入札により落札者を決定したときは，速やかに落

札者，技術提案資料の評価結果，入札価格及び評価値について公表するものと



する。 

 

（その他） 

第１３条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については，必

要に応じて別に定めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は，令和○年○月○日から施行する。 

（この要領の失効） 

２ この要領は，この要領に基づき八千代市新庁舎建設工事の落札者との契約

が締結されたときに，その効力を失う。 

  

 


